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　例えば、「不動産売買契約書（第１号の１文書）」、「工事請負契約書（第２号文書）」、「売上
代金の領収書（第17号の１文書）」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める
印紙税額が異なりますから、お間違いのないようご注意ください。
　印紙税についてお分かりにならないことがありましたら、最寄りの税務署（電話相談
センター）にお尋ねください。
　なお、印紙税が課される文書に当たるかどうかをお尋ねのときは、電話等で事前に相談日
時等を予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が、令和４年３月31日まで延長されています（第
１号の１文書及び第２号文書関係）。

　自然災害等により被害を受けられた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」や「消費
貸借に関する契約書」などで一定の要件に該当する文書については、印紙税を非課税とする措
置が設けられています。
　また、新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者の方に対して行う
金銭の貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」で一定の要件に該当する文書に
ついては、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
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自然災害等により被害を受けられた方や新型コロナウイルス感染症等によりその経営
に影響を受けた事業者の方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について



令和４年３月31日】

みます。

令和３年５月現在

記載された契約金額が
１万円未満（※）のも
の

※　第１号文書と第３
号から第17号文書と
に該当する文書で第
１号文書に所属が決
定されるものは、記
載された契約金額が
１万円未満であって
も非課税文書となり
ません。

記載された契約金額が
１万円未満（※）のも
の

※　第２号文書と第３
号から第17号文書と
に該当する文書で第
２号文書に所属が決
定されるものは、記
載された契約金額が
１万円未満であって
も非課税文書となり
ません。

傭
送り状

　上記の１に該当する「不動産の譲渡に関する契
約書」のうち、平成９年４月１日から令和４年３
月31日までの間に作成されるものについては、契
約書の作成年月日及び記載された契約金額に応
じ、印紙税額が軽減されています。
　平成26年４月１日から令和４年３月31日までの間
に作成されるものについては、右欄のとおりです。

　上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業
法第２条第１項に規定する建設工事の請負に係る
契約に基づき作成されるもので、平成９年４月１
日から令和４年３月31日までの間に作成されるも
のについては、契約書の作成年月日及び記載され
た契約金額に応じ、印紙税額が軽減されています。
　平成26年４月１日から令和４年３月31日までの間
に作成されるものについては、右欄のとおりです。
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が５万円未満のもの

倉荷証券、船荷証券、複合運送証券



徴収され

徴収されます。

ます。

1,100万円

1,100万円

1,100万円

1,100万円

100万円

100万円

100万円

　印紙税を納付する必要がない文書に誤って収入印紙を貼って印紙税を納付したり、印紙税と

して定められた金額を超えた収入印紙を文書に貼って印紙税を納付した場合には、「印紙税過

誤納確認申請書」と過誤納となっている文書を所轄税務署に提出（※）し、一定の手続をとる

ことによって、印紙税の還付を受けることができます。

※　提出の際は、できるだけ郵送での提出をお願いします。

　なお、収入印紙は、登録免許税の納付や国に対する各種の手数料等の納付にも用いられますが、

例えば、登録免許税を納付する際、所定の税額を超える収入印紙を貼り付けてしまったような

場合には、登録免許税法の規定により還付等を受けることになります。


